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１ 有害性評価（生態） 1 

生態影響に関する有害性評価は、技術ガイダンスに従い、当該物質の生態影響に関する有2 
害性データを収集し、それらデータの信頼性を確認するとともに、既存の評価書における評3 
価や国内外の規制値の根拠となった有害性評価値を参考としつつ、予測無影響濃度（PNEC4 
値）に相当する値を導出した。 5 

ナフタレンの logPow は 3.45 であり、懸濁物質への吸着や底質への移行等が考えられるた6 
め、ナフタレンは底生生物に関する有害性評価を行う物質に該当する。したがって、ナフタ7 
レンの生態影響に関する有害性評価は水生生物に加えて、底生生物も実施した。 8 

なお、スクリーニング評価及びリスク評価（一次）評価Ⅰでは、魚類ニジマス（Oncorhynchus 9 
mykiss）の急性毒性値である 96 時間半数致死濃度（LC50）0.11mg/L を不確実係数積（UFs）10 
10,000 で除した「0.000011mg/L（0.011µg/L）」を PNEC 値として用いていた。 11 

１-１ 生態影響に関する毒性値の概要 12 

(１) 水生生物 13 

水生生物に対する予測無影響濃度（PNECwater）を導出するための毒性値について、専門家14 
による信頼性の評価が行われた結果、表１－１に示す毒性値が PNECwater 導出に利用可能な毒15 
性値とされた。 16 

表１－１ PNECwater 導出に利用可能な毒性値 17 

栄養段階 
（生物群） 

急 
性 

慢 
性 

毒性値 
（mg/L） 

生物種 エンドポイント等 
暴露期

間 出典 
種名 和名 

エンド 
ポイン

ト 
影響内容 

生産者 
（藻類） 

         

一次消費

者 
（又は消

費者）（甲

殻類） 

○  1.6 Daphnia magna オオミジンコ EC50 IMM 48 時間 【1】 

○  2.55 Daphnia magna オオミジンコ EC50 IMM 48 時間 【1】 

二次消費

者（又は捕

食者）（魚

類） 

 ○ 0.45 Pimephales 
promelas 

ファットヘッドミノ

ー 
NOEC HATCH 

/GRO 30 日間 【2】 

○  2.25 Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50 MOR 96 時間 【3】 

○  6.08 Pimephales 
promelas 

ファットヘッドミノ

ー 
LC50 MOR 96 時間 【4】 

○  6.14 Pimephales 
promelas 

ファットヘッドミノ

ー 
LC50 MOR 96 時間 【5】 

【 】内数字：出典番号 18 
[エンドポイント] 19 
EC50（Median Effective Concentration）：半数影響濃度、LC50（Median Lethal Concentration）：半数致死濃度、20 

NOEC（No Observed Effect Concentration）： 無影響濃度 21 
[影響内容] 22 
GRO（Growth）：成長阻害、IMM（Immobilization）：遊泳阻害、MOR（Mortality）：死亡、HATCH：ふ化23 

阻害 24 
 25 
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(２) 底生生物 1 

底生生物に関して信頼性のある有害性データは得られなかった。 2 
 3 

１-２ 予測無影響濃度（PNEC）の導出 4 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、5 
栄養段階ごとに最も小さい値を PNECwater 導出のために採用した。それぞれの値に、情報量に6 
応じて定められた不確実係数積を適用し、PNECwater を求めた。また、底生生物に対する予測7 
無影響濃度（PNECsed）については、底質試験による毒性値が得られなかったため、PNECwater8 
と有機炭素補正土壌吸着係数（Koc）を用いて平衡分配法により求めた。 9 

(１) 水生生物 10 

＜慢性毒性値＞ 11 

二次消費者（魚類）Pimephales promelas ふ化・成長阻害；30 日間 NOEC 0.45mg/L 12 

DeGraeve らは、ファットヘッドミノー（P. promelas）の慢性毒性試験を実施した。試験は13 
流水式で実施された。被験物質濃度の測定は HPLC により行われ、濃度区は対照区、0.13、14 
0.21、0.45、0.85、1.84、4.38、8.51mg/L（実測濃度）であった。助剤としてメタノール（最15 
高濃度区で約 400mg/L）が用いられた。フィッシャーの最小有意差法により、ふ化・成長に16 
対する無影響濃度（NOEC）は、0.45mg/L と算出された。 17 

＜急性毒性値＞ 18 

一次消費者（甲殻類）Daphnia magna 遊泳阻害；４８時間 EC50 1.6mg/L 19 

MacLean & Doe は、オオミジンコ（D. magna）の遊泳阻害試験を実施した。試験は止水式20 
で実施されていると考えられ、試験は WSFs（Water Soluble Fractions）として、対照区、10、21 
32、100%（設定濃度、公比 3.2）で行われた。助剤は用いられていないと考えられる。蛍光22 
分光計により実測が行われ、100％WSF の実測値は試験開始時 24.33mg/L、終了時 23.19mg/L23 
と、大きな減少は見られなかった。48 時間半数遊泳阻害濃度（EC50）は 1.6mg/L と算出され24 
た。 25 

＜PNEC の導出＞ 26 

1 栄養段階（二次消費者）に対する慢性毒性値（0.45mg/L）が得られており、これを種間27 
外挿「10」で除し、0.045mg/L となる。慢性毒性値が得られなかった一次消費者については、28 
信頼できる急性毒性値 1.6mg/L が得られており、この値を ACR（Acute chronic ratio：急性慢29 
性毒性比）「10」と種間外挿「10」で除し、0.016mg/L となる。両者を比較し、値が小さい30 
0.016mg/L をさらに「10」（室内から野外への外挿係数）で除し、ナフタレンの PNECwater と31 
して 0.0016mg/L（1.6µg/L）が得られた。 32 

上記で算出した PNECwater について、国内外の規制値等との比較を行い、その妥当性等を検33 
討した。 34 

ナフタレンは、水質目標値が我が国で策定されているほか、カナダ、英国、ドイツ、オラ35 
ンダで水質基準等が策定されている。我が国での水生生物保全に係る水質目標値は、最も厳36 
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しい基準が冷水域の特別域で策定されており、その値は 0.02mg/L である。また、カナダ、英1 
国、ドイツ、オランダでは 1.1～10µg/L の基準等が設定されている。 2 

国内外のリスク評価では、欧州連合（EU）リスク評価書（EU-RAR）がギンザケ Oncorhynchus 3 
kisutch（英名 coho salmon）の成長阻害に対する 40 日間無影響濃度（NOEC）0.12mg/L をア4 
セスメント係数 50 で除して、0.0024mg/L を PNEC 値としている。 5 

なお、本物質が優先評価化学物質として判定されたスクリーニング評価及びリスク評価（一6 
次）評価Ⅰでは、ニジマス Oncorhynchus mykiss の 4 日間半数致死濃度（LC50 0.11mg/L）を7 
不確実係数積「10,000」で除した「0.000011mg/L（0.011µg/L）」が PNEC 値であった。有害性8 
評価Ⅱでは、技術ガイダンスに基づき有害性情報の収集範囲を広げて評価を行った結果、利9 
用可能な有害性情報が新たに得られたため、不確実係数積は「1,000」となり、PNEC 値とし10 
ては大きくなった。 11 

 12 

(２) 底生生物 13 

底生生物の信頼できる有害性データは得られなかったため、水生生物に対する PNECwater14 
から平衡分配法を用いて、底生生物に対する PNECsed を導出した。付属資料に示したパラメ15 
ータを用いて、乾重量換算で 0.15mg/kg-dry が得られた（湿重量換算 0.032mg/kg-wet）。 16 

１-３ 有害性評価に関する不確実性解析 17 

水生生物では、二次消費者（魚類）の慢性毒性値と一次消費者（甲殻類）の急性毒性値の18 
うち、一次消費者の急性毒性値をキースタディとして、急性慢性毒性比「10」、種間外挿「10」19 
と野外への外挿「10」より、不確実係数積「1,000」を当てはめて PNECwater を求めている。20 
生産者（藻類）に対する毒性値と一次消費者（甲殻類）に対する慢性毒性値が得られていな21 
い点に基本的な不確実性がある。 22 

PNECsed は、PNECwater に平衡分配法を用いて求めている。平衡分配法による PNECsed の算23 
出には方法とパラメータ双方に不確実性があるため、全体の不確実性がどの程度になるのか24 
不明である。不確実性のより小さい PNECsed を求めるには底質毒性試験による以外にないが、25 
現時点では試験データが存在しない。したがって、現時点では平衡分配法による PNECsed を26 
用いて評価を進めることとした。 27 

１-４ 結果 28 

有害性評価Ⅱの結果、ナフタレンの水生生物に係る PNECwater は 0.0016mg/L を、底生生物29 
に係る PNECsed は 0.15mg/kg-dry を採用する。 30 

表１－２ 有害性情報のまとめ 31 
 水生生物 底生生物 

PNEC 0.0016mg/L 0.15mg/kg-dry 
キースタディの毒性

値 
1.6mg/L 

－ 

不確実係数積（UFs） 1,000 － 

（キースタディのエ

ンドポイント） 

一次消費者（甲殻類）の遊泳阻害

に係る急性影響に対する半数影響

濃度（EC50） 

（水生生物に対する PNECwater と
Koc からの平衡分配法による換算

値） 
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 1 

１-５ 有害性情報の有無状況 2 

ナフタレンのリスク評価（一次）の評価Ⅰ・評価Ⅱを通じて収集した範囲の有害性情報の3 
有無状況を表１－３に整理した。 4 

スクリーニング毒性試験、有害性調査指示に係る試験、それ以外の試験に分類して整理した。 5 

表１－３ 有害性情報の有無状況 6 

試験項目 試験方法注 1) 有無 
出典 

(情報源) 

スクリーニング

生態毒性試験 

水生生物 
急性毒性 
 

藻類生長阻害

試験 
化審法、 
OECD TG.201 

×  

ミジンコ急性

遊泳阻害試験 
化審法、 
OECD TG.202 

○ 【1】 

魚類急性毒性

試験 
化審法、 
OECD TG.203 

○ 【3】【4】【5】 

第二種特定化学

物質指定に係る

有害性調査指示

に係る試験 

水生生物 
慢性毒性 
試験 

藻類生長阻害

試験 
化審法、 
OECD TG.201 

×  

ミジンコ繁殖

阻害試験 
化審法、 
OECD TG.211 

×  

魚類初期生活

段階毒性試験 
化審法、 
OECD TG.210 

○ 【2】 

底生生物 
慢性毒性 
試験注 2) 

－  ×  

その他の試験      

【 】内数字：出典番号 7 
注1) 化審法：「新規化学物質等に係る試験の方法について」(平成 23 年 3 月 31 日 薬食発第 0331 号第 78 

号、平成 23・03・29 製局第 5 号、環保企発第 110331009 号）に記載された試験方法 9 
OECD：「OECD GUIDELINES FOR THE TESTING OF CHEMICALS」に記載された試験方法 10 

注2) その他環境における残留の状況からみて特に必要があると認める生活環境動植物の生息又は生育11 
に及ぼす影響についての調査（現時点では底生生物への毒性）。 12 

１-６ 出典 13 

【1】 MacLean,M.M., and K.G. Doe（1989）：The Comparative Toxicity of Crude and Refined Oils to 14 
Daphnia magna and Artemia. Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia: 64 p. 15 
(ECOTOX no.* 7069) 16 

【2】 DeGraeve,G.M., R.G. Elder, D.C. Woods, and H.L. Bergman（1982）：Effects of Naphthalene 17 
and Benzene on Fathead Minnows and Rainbow Trout. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 11(4): 18 
487-490. (ECOTOX no. 17889) 19 

【3】 Bergman,H.L., and A.D. Anderson（1977）：Effects of Aqueous Effluents from In Situ Fossil 20 
Fuel Processing Technologies on Aquatic Systems. Contract No. EY-77-C-04-3913, University 21 
of Wyoming, Laramie, WY: 73 p. (ECOTOX no. 59196) 22 

【4】 Holcombe,G.W., G.L. Phipps, M.L. Knuth, and T. Felhaber（1984）：The Acute Toxicity of 23 
                                                   
*ECOTOX no.：米国環境保護庁（US EPA）生態毒性データベース「ECOTOX」（ECOTOXicology database：
http://cfpub.epa.gov/ecotox/）における出典番号。 
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Selected Substituted Phenols, Benzenes and Benzoic Acid Esters to Fathead Minnows 1 
Pimephales promelas. Environ. Pollut. A. 35(4): 367-381. (ECOTOX no. 10954) 2 

【5】 Geiger,D.L., C.E. Northcott, D.J. Call, and L.T. Brooke（1985）：Acute Toxicities of Organic 3 
Chemicals to Fathead Minnows (Pimephales promelas), Volume II.Center for Lake Superior 4 
Environmental Studies, University of Wisconsin, Superior, WI: 326 p. (ECOTOX no. 12447) 5 

 6 
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付属資料 生態影響に関する有害性評価Ⅱ 1 

１ 各キースタディの概要 2 
(１) 水生生物 3 

＜生産者（藻類）＞ 4 

信頼できるデータ無し 5 

＜一次消費者（又は消費者）（甲殻類）＞ 6 

Daphnia magna 遊泳阻害；2 日間 EC50 1.6mg/L【1】 7 

＜二次消費者（又は捕食者）（魚類）＞ 8 

Pimephales promelas ふ化・成長阻害；30 日間 NOEC 0.45mg/L【2】 9 

 10 

出典） 11 
【1】 MacLean,M.M., and K.G. Doe（1989）：The Comparative Toxicity of Crude and Refined Oils to 12 

Daphnia magna and Artemia.Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia:64 p. 13 
(ECOTOX no.* 7069) 14 

【2】 DeGraeve,G.M., R.G. Elder, D.C. Woods, and H.L. Bergman（1982）：Effects of Naphthalene 15 
and Benzene on Fathead Minnows and Rainbow Trout. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 11(4): 16 
487-490. (ECOTOX no. 17889) 17 
 18 

２ 平衡分配法による PNECsed の算出 19 
底生生物の信頼できる有害性データは得られなかったため、水生生物に対する PNECwater20 

から平衡分配法を用いて、底生生物への PNECsed を導出した。以下に平衡分配法による算出21 
過程を記載した。表１に示したパラメータから乾重量換算で PNECsed 0.15mg/kg-dry（湿重量22 
換算 0.032mg/kg-wet）を得た。 23 

表１ 平衡分配法による PNECsed 算出パラメータ 24 
パラメータ名 内容 算出式 算出結果 

PNECsed（湿重量）[mg/kgwwt] 底質の予測無影響濃

度（湿重量ベース） 
= (Ksusp-water) / RHOsusp × PNECwater × 
1,000 = (22.65 / 1150) × 0.0016 × 1000 0.032 

 

Ksusp-water[m3/m3] 浮遊物質／水分配係

数 

= Fwater susp + Fsolid susp × (Kp susp) / 1,000 
× RHOsolid = 0.9 + 0.1 (87 / 1000) × 
2500 

22.65 

 

Fwater susp[mwater
3/msusp

3] 浮遊物質の液相率 デフォルト値 0.9 
Fsolid susp[msolid

3/msusp
3] 浮遊物質の固相率 デフォルト値 0.1 

  

Kp susp[L/kgsolid] 
浮遊物質の固相成分

と水との分配係数 
= Foc susp × Koc = 0.1 × 870 87 

  
Foc susp [kgoc/kgsolid] 

浮遊物質の固相成分

に対する有機炭素重

量比 
デフォルト値 0.1 

Koc[L/kg] 有機炭素／水分配係

数 １－２章 870 

                                                   
*ECOTOX no.：米国環境保護庁（US EPA）生態毒性データベース「ECOTOX」（ECOTOXicology database：
http://cfpub.epa.gov/ecotox/）における出典番号。 
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パラメータ名 内容 算出式 算出結果 
RHOsolid[kgsolid/msolid3] 固体密度 デフォルト値 2,500 

RHOsusp[kgwwt/m3] 浮遊物質のかさ密度 デフォルト値 1,150 

PNECwater[mg/L] 水質の予測無影響濃

度 水生生物 PNECwater 0.0016 

PNECsed（乾重量）[mg/kgdwt] 底質の予測無影響濃

度（乾重量ベース） 
PNECsed（湿重量）× CONVsusp = 0.032 
× 4.6 0.1472 

 

CONVsusp[kgwwt/kgdwt] 
浮遊物質中の対象物

質濃度換算係数（湿重

量→乾重量） 

= RHOsusp / (Fsolid susp × RHOsolid) = 1150 
/ (0.1 × 2500) 4.6 

 

RHOsusp[kgwwt/m3] 浮遊物質のかさ密度 デフォルト値 1,150 
Fsolid susp[msolid3/msusp3] 浮遊物質の固相率 デフォルト値 0.1 
RHOsolid[kgsolid/msolid3] 固体密度 デフォルト値 2,500 

 1 

３ 国内外における生態影響に関する有害性評価の実施状況 2 
(１) 既存のリスク評価書における有害性評価の結果 3 

当該物質のリスク評価に関する各種情報の有無を表２に、また、評価書等で導出された予4 
測無影響濃度（PNEC）等を表３a、b にそれぞれ示した。 5 

表２ ナフタレンのリスク評価等に関する情報 6 
リスク評価書等 

化学物質の環境リスク評価 （環境省）[1] × 
化学物質の初期リスク評価書（CERI, NITE）[2] × 

詳細リスク評価書（（独）産業技術総合研究所）[3] × 
OECD SIDS 初期評価報告書 

（SIAR ：SIDS* Initial Assessment Report） 
*Screening Information Data Set [4] 

○ 
(SIAP のみ、SIAR は EU が公表) 

欧州連合（EU）リスク評価書（EU-RAR）[5] ○ 

世界保健機関（WHO）環境保健クライテリア (EHC)  [6] ○ 
（多環芳香族炭化水素として） 

世界保健機関（WHO ）/国際化学物質安全性計画（IPCS）国際

簡潔評価文書「CICAD」（Concise International Chemical 
Assessment Document）[7] 

× 

カナダ環境保護法優先物質評価書（Canadian Environmental 
Protection Act Priority Substances List Assessment Report）[8] × 

Australia NICNAS Priority Existing Chemical Assessment Reports 
[9] 

× 

BUA Report [10] ○ 
Japan チャレンジプログラム [11] OECD 評価済み 

凡例）○：情報有り、×情報無し [ ] 内数字：出典番号 7 
 8 

表３a リスク評価書での予測無影響濃度（PNEC）等（水質） 9 

文献名 リスク評価に用いて

いる値 

根拠 

生物群 種名 毒性値 アセスメント係数

等 
OECD SIDS 初期

評価報告書[4] 明記されていない － － － － 

欧州連合（EU） 
リスク評価書

（EU-RAR）[5] 
2.4µg/L 魚類 

Oncorhynchus 
kisutch（英名 coho 

salmon） 

成長阻害に対する 40
日間無影響濃度

（NOEC）0.12mg/L 
50 

世界保健機関

（WHO）環境保

健クライテリア 
－ － － － 

多環芳香族炭化

水素としての評

価のためナフタ
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文献名 リスク評価に用いて

いる値 

根拠 

生物群 種名 毒性値 アセスメント係数

等 
(EHC) [6] レンのリスク評

価についての言

及はない 

BUA Report [10] － － － － リスク評価は行

なわれていない 
[ ]内数字：出典番号 1 

 2 
 3 

表３b リスク評価書での予測無影響濃度（PNEC）等（底質） 4 

文献名 リスク評価に用いてい

る値 

根拠 

生物群 種名 毒性値 アセスメント係

数等 
OECD SIDS 初期評

価報告書 [4] 明記されていない － － － － 

欧州連合（EU） 
リスク評価書

（EU-RAR）[5] 
67.2µg/kg（淡水域） 淡水域PNEC値（2.4µg/L）より平衡分配法により算出 

[ ]内数字：出典番号 5 
 6 

(２) 水生生物保全に関する基準値等の設定状況 7 

水生生物保全に係る基準値等として、米国、英国、カナダ、ドイツ、オランダでの策定状8 
況を表４に示した。ナフタレンは、水質目標値案として我が国で策定されているほか、英国、9 
カナダ、ドイツ、オランダで水質基準等が策定されている。また、底質については、カナダ10 
とオランダで目標値等が公表されている。 11 

表４ 水生生物保全関連の基準値等 12 
（ナフタレン） 13 

対象国 担当機関 水質目標値名 
水質目標値 
（µg/L） 

米国 [12] 米 国 環 境

保護庁 
Aquatic life 
criteria 

淡水    CMC*1/CCC*2 設定されていない 
海（塩）水 CMC*1/CCC*2 設定されていない 

英国 [13] 環境庁 UK Statutory 
Standard 

Protection of 
Surface Water 
Quality 

Inland surface 
waters 2.4 

Other surface 
waters 1.2 

UK Standard 
Surface Water  
(Annual mean) 

Protection of 
Aquatic Life 

Inland  10 

Coastal waters 
and relevant 
territorial waters 

5 

カナダ [14] カ ナ ダ 環

境省 
Water Quality 
Guidelines 
for the Protection 
of Aquatic Life 

Freshwater 
1.1 

Marine 1.4 

ドイツ [15] 連 邦 環 境

庁 
EQS for watercourses and lakes*4 2.4 
EQS for transitional and coastal waters*4 1.2 

オ ラ ン ダ

[16] 
国 立 健 康

環 境 研 究

所 

Maximum Permissible Concentration (MPC)*5 1.2 
Target value*5 0.01 
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対象国 担当機関 水質目標値名 
水質目標値 
（µg/L） 

日本 [17] 環境省 
（ 水 質 目

標値案） 

淡水域（河川、

湖沼） 
類型Ａ*6 20 
類型Ｓ－１*7 20 
類型 B*8 300 
類型Ｓ－２*9 300 

海域 一般域*10 40 
類型Ｓ*11 40 

[ ]内数字：出典番号 1 
*1：CMC（Criterion Maximum Concentration）：最大許容濃度 2 
*2：CCC（Criterion Continuous Concentration）：連続許容濃度 3 
*3：Environmental quality standards for specific pollutants under the OgewV-E to determine ecological 4 

status：生態ステータスを決定するための表流水保全に係るドイツ連邦規則草稿（OgewV-E ：5 
Draft Ordinance on the Protection of Surface Waters）下での特定汚染物質に対する環境基準。年平6 
均値として示される。 7 

*4：法制度には規定されていないが環境影響評価等に用いられている目標値で、MPC（最大許容濃8 
度：Maximum permissible concentration）は人の健康や生物に影響を及ぼさない予測濃度、target 9 
value（目標値）は環境に影響を及ぼさない濃度を示す。[18] 10 

*5：イワナ・サケマス域 11 
*6：イワナ・サケマス域でこれに該当する水産生物の繁殖又は幼稚仔の生育の場として特に保全が12 

必要な水域 13 
*7：コイ・フナ域 14 
*8：コイ・フナ域でこれに該当する水産生物の繁殖又は幼稚仔の育生の場として特に保全が必要な15 

水域 16 
*9：水産生物及びその餌生物の生息域 17 
*10：海域で水産生物の繁殖又は幼稚仔の生育の場として特に保全が必要な水域 18 

 19 

(３) 出典 20 

[1] 環境省（2010）：化学物質の環境リスク評価（第８巻） 21 
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基本情報 1 
優先評価化学物質
通し番号 

76 

物質名称 ナフタレン 
CAS 番号 91-20-3 

 2 
表１．PNEC 値算出の候補となる毒性データ一覧 3 

No  生物種   被験物質 エンドポイント等 暴露期間 毒性値 信頼性 出典 備考 

 栄養段階 生物分類 生物種 種名 純度（%） 急慢 
エンドポイ

ント 
影響内容 （日） （mg/L） ランク  栄養段階 

1 生産者     急性       該当データなし 
2 生産者     慢性       該当データなし 

3 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia 
magna  急性 EC50 IMM 2 1.6 2 【1】  

4 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia 
magna  急性 EC50 IMM 2 2.55 2 【1】  

5 一次消費者     慢性       該当データなし 

6 二次消費者 魚類 
ファットヘッド

ミノー 
Pimephales 
promelas  慢性 NOEC HATCH 

/GRO 30 0.45 2 【2】  

7 二次消費者 魚類 ニジマス Oncorhynchu
s mykiss  急性 LC50 MOR 4 2.25 2 【3】  

8 二次消費者 魚類 
ファットヘッド

ミノー 
Pimephales 
promelas 

98 
pure 

compound 
急性 LC50 MOR 4 6.08 2 【4】 

 

9 二次消費者 魚類 
ファットヘッド

ミノー 
Pimephales 
promelas 98 急性 LC50 MOR 4 6.14 2 【5】  

 4 
表２．PNEC 値算出候補とならない毒性データ一覧（試験条件等の情報不足、試験法からの明らかな逸脱等） 5 

No  生物種   被験物質 エンドポイント等 暴露期間 毒性値 信頼性 出典 備考 

 栄養段階 生物分類 生物種 種名 純度（%） 急慢 
エンドポイ

ント 
影響内容 （日） （mg/L） ランク   

1 生産者 藻類 
スケレトネマ属

（珪藻） 
Skeletonema 
costatum 

 急性 EC50 Biomass 4 0.4-0.5 3 【6】 毒性値が確定されていない 

2 生産者 藻類 ワツナギソウ Champia  慢性 MATC Sexual （11-14） <0.695 3 【7】 影響内容が不適 
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No  生物種   被験物質 エンドポイント等 暴露期間 毒性値 信頼性 出典 備考 

 栄養段階 生物分類 生物種 種名 純度（%） 急慢 
エンドポイ

ント 
影響内容 （日） （mg/L） ランク   

parvula Reproductio
n 

3 生産者 藻類 
タラシオシラ属

（珪藻） 
Thalassiosira 
pseudonana 

 急性 EC50 PSYN 1 2 3 【8】 影響内容が不適 

4 生産者 藻類 
ムレミカヅキモ

（緑藻） 

Pseudokirchn
eriella 
subcapitata 

 急性 EC50 PSYN 0.1667 2.96 3 【9】 ばく露期間が不適 

5 生産者 藻類 
アナベナ属（藍

藻） 
Anabaena 
flosaquae 

A 慢性 NOEC GRO ＜14 3.1 3 【10】 ばく露期間が不適 

6 生産者 藻類 
デスモデスムス

属（イカダモ属） 
Scenedesmus 
subspicatus 

>98 慢性 NOEC ABND 7 4.15 3 【11】 ばく露期間が不適 

7 生産者 藻類 
ムレミカヅキモ

（緑藻） 

Pseudokirchn
eriella 
subcapitata 

 － EC20 
光合成活性

阻害 0.1667 5.7 － 【12】 原著入手不可 

8 生産者 藻類 
デスモデスムス

属（イカダモ属） 
Scenedesmus 
subspicatus 

>98 慢性 EC10 ABND 7 7.27 3 【11】 ばく露期間が不適 

9 生産者 その他 イボウキクサ Lemna gibba  慢性 NOEC 
GRO(RATE

) 
8 >=16 4 【13】 試験条件等の詳細情報が不明。 

10 生産者 藻類 
デスモデスムス

属（イカダモ属） 
Scenedesmus 
subspicatus 

 － EC3 
Biomass/細
胞分裂 7 >20 4 【14】 試験条件等の詳細情報が不明 

11 生産者 藻類 
ムレミカヅキモ

（緑藻） 

Pseudokirchn
eriella 
subcapitata 

 急性 IC50 
GRO(RATE

) 
>14 25 3 【15】 ばく露期間が不適。 

12 生産者 藻類 
クロレラ属（緑

藻） 
Chlorella 
vulgaris 

pure 
compound 

急性 EC50 GRO 1 33 3 【16】 ばく露期間が不適 

13 生産者 藻類 
デスモデスムス

属（イカダモ属） 
Scenedesmus 
subspicatus 

>98 急性 EC50 ABND 7 68.21 3 【11】 ばく露期間が不適。 

14 一次消費者 甲殻類 アオガニ Callinectes 
sapidus 

 急性 EC50 BHV 0.0021 8.5E-08 3 【17】 ばく露期間が不適 

15 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia 
magna 

>=97 急性 EC50 IMM 2 
36.9mmol

/m3⇒

4.729 
3 【18】 成長段階（4-6 日齢）が不適 

16 一次消費者 甲殻類 ミジンコ Daphnia  急性 EC50 IMM 2 57.52% 3 【19】 毒性値の単位が不適 
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No  生物種   被験物質 エンドポイント等 暴露期間 毒性値 信頼性 出典 備考 

 栄養段階 生物分類 生物種 種名 純度（%） 急慢 
エンドポイ

ント 
影響内容 （日） （mg/L） ランク   

pulex 

17 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia 
magna 

>=97 急性 EC50 IMM 2 
130mmol/
m3⇒16.7 3 【20】 成長段階（4-6 日齢）が不適 

18 一次消費者 甲殻類 ミジンコ Daphnia 
pulex 

ACS 慢性 NOEC MOR/REP 125 0.59 3 【21】 
実測。成長段階が不適の可能性有り。ば

く露期間が不適 

19 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia 
magna 

>=80 慢性 NOEC MOR 2 0.6 3 【22】 エンドポイントとばく露期間が不適 

20 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia 
magna 

 急性 EC50 PHTR 0.0833 0.69 3 【23】 ばく露期間が不適 

21 一次消費者 甲殻類 
イ サ ザ ア ミ 属

（甲殻類） 
Neomysis 
americana 

100 急性 LC50 MOR 4 0.8 4 【24】 試験条件等の詳細情報が不明 

22 一次消費者 甲殻類 
イ サ ザ ア ミ 属

（甲殻類） 
Neomysis 
americana 

5 急性 LC50 MOR 4 0.85 4 【25】 試験条件等の詳細情報が不明 

23 一次消費者 甲殻類 ベニスジエビ Pandalus 
goniurus 

結晶 急性 LC50 MOR 4 0.971 4 【26】 試験条件等の詳細情報が不明。 

24 一次消費者 甲殻類 ミジンコ Daphnia 
pulex 

 急性 LC50 MOR 4 1 3 【27】 成長段階が不適 

25 
一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia 

magna 
99 慢性 NOEC MOR 2 1 3 【28】 

24 世代選択試験での、短期急性毒性試

験。エンドポイントとばく露期間が不

適。 
26 

一次消費者 甲殻類 ベニスジエビ Pandalus 
goniurus 

結晶 急性 LC50 MOR 4 1.02 4 【26】 試験条件等の詳細情報が不明。 

27 
一次消費者 甲殻類 イソガニ属 Hemigrapsus 

nudus 
結晶 急性 LC50 MOR 8 1.1-2.8 3 【29】 ばく露期間が不適 

28 一次消費者 甲殻類 ヨコエビ類 Diporeia sp. >98 急性 EC50 IMM 10 1.141 3 【30】 ばく露期間とエンドポイントが不適 
29 

一次消費者 甲殻類 
イ サ ザ ア ミ 属

（甲殻類） 
Neomysis 
americana 

100 急性 LC50 MOR 4 1.25 4 【24】 試験条件等の詳細情報が不明 

30 一次消費者 甲殻類 ヨコエビ類 Diporeia sp. >98 急性 LC50 MOR 28 1.266 3 【30】 ばく露期間とエンドポイントが不適 
31 

一次消費者 甲殻類 
イ サ ザ ア ミ 属

（甲殻類） 
Neomysis 
americana 

5 急性 LC50 MOR 4 1.28 4 【25】 試験条件等の詳細情報が不明 

32 
一次消費者 甲殻類 ベニスジエビ Pandalus 

goniurus 
R 急性 LC50 MOR 1 1.29 3 【31】 ばく露期間が不適 

33 一次消費者 甲殻類 イ サ ザ ア ミ 属 Neomysis 100 急性 LC50 MOR 4 1.35 4 【24】 試験条件等の詳細情報が不明 


